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協議会の参加メンバー（最終イメージ）

利水者：（水道用水）

自治体：（水道部局、環境部局、土木部局）

関係省庁：（経済産業省）

河川管理者：（近畿地方整備局）

学識者：（水質等の専門家）

従来

利水者：（水道用水）

自治体：（水道部局、環境部局、土木部局、農林部局）

関係省庁：（経済産業省、環境省、農林水産省、厚生
労働省）

河川管理者：（近畿地方整備局）

水質特性に詳しい学識者、住民活動や水質等に詳しい有識者

新協議会

琵琶湖・淀川流域水質管理協議会（仮称）で取り組む事項

（１）河川の特性に応じた、分かりやすい水質目標の設定

新しい水質指標の検討

点源負荷の削減

水質汚濁メカニズムの解明に向けた検討

面源負荷の抑制方策、プログラムの作成 等

（２）水質の流域内監視体制の強化

水質データの共有化（連携強化） 等

（３）協議会活動への積極的な住民参加を促すための取組

環境学習の支援、情報発信 等

（４）油やその他の化学物質の流出事故の防止・対処の取組の強化

事故対策強化、不法投棄防止の啓発 等

（５）具体的なアクションプログラムの作成とフォローアップ体制の検討

青字：新たな取組

●整備効果

・面源負荷抑制のためには、住民一人一人の行動、意識向上が不可欠である。協議会に
住民活動に詳しい有識者にも参加してもらい、汚濁負荷を減少させる対策など流域全体
での取組を進める。

・環境基準を守ることはもちろんのこと、生態系からも望ましく、人が安心して水辺で遊べ、
水道水源としてもより望ましく、わかりやすい水質管理を目指す。
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●提案理由（代替案含む）

☆流域全体での取組強化のため、琵琶湖・淀川水質管理協議会（仮称）の設置が必要

わかりやすい水質目標の設定

河川内での浄化対策には限界 琵琶湖・淀川水質管理協議会（仮称）の設立

流域全体での対策を進める

水質の流域内監視体制の強化

平常時における監視体制の強化

琵琶湖・淀川水質管理協議会（仮称）の設立

住民参加を促す取組

住民による細かな水質モニタリングの支援体制確立

住民一人一人の意識向上 流域全体での汚濁負荷減少

琵琶湖・淀川水質管理協議会（仮称）の設立

水質監視の強化 （現在の淀川水系における各種調査地点数）

ダイオキシン類調査（水質・底質） ３２地点

主な環境ホルモン調査（水質） ９地点
〃 （底質） ６地点

水質自動監視装置の設置状況（測定項目：水温、DO、ｐＨ、濁度、導電率等）
国土交通省 １８地点
滋賀県 １７地点
水資源機構 １０地点

定期観測（水質） １１９地点［地点により表、中、下層実施]
〃 （底質） ２７地点
〃 （地下水質） ７３地点

環境学習支援、情報発信
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●委員会等からの意見

・環境の時代にあっては、多様性をもった生態系の機能を十全に使うことが重要である。その
ためには、水質管理のみではなく、環境保全のための協議会を作ることを計画すべきであり、
その検討が望まれる。【琵琶湖部会】

・今後、本流域委員会で設置を検討中の「琵琶湖・淀川流域水質管理協議会（案）」におい
ては、既存の琵琶湖・淀川水質汚濁防止連絡協議会に設置されている「水質保全委員会」や
「障害生物調査小委員会」等での活動の継続を念頭に調整の必要がある。【猪名川部会】

・基礎原案、基礎案ともに生物調査事項について触れていないが、長期的な琵琶湖・淀川の
環境・水質を監視し、その保全対策を考える上では生物分野の調査を実施していく必要があ
る。【猪名川部会】

●進捗状況

・「猪名川流域水環境管理ワークショップ」の実施

猪名川流域における適正な水質管理のための水環境改善計画作成に向けて、住民団体、
学識者、流域自治体等と情報を共有してワークショップ形式で行った意見交換等を参考に、
猪名川流域水質管理協議会準備会（仮称）のありかたについて検討。（モデルケース）

・「水質シミュレーションモデル」の構築

琵琶湖流域の水質シミュレーションモデルを構築

淀川流域の水質シミュレーションモデルを構築

木津川流域の水質シミュレーションモデル構築の方針を策定

猪名川流域の水質シミュレーションモデルを構築

●進捗状況（写真・図面）

【猪名川流域水環境管理ワークショップ】

川歩き、水質調査の協働実施 情報共有・意見交換




